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写真4－1 大阪府北部地震での管路の被害状況
 (平成30年度（2018年度）
 水道技術管理者研修資料より）

図4－5　職員数・人件費・委託料の推移
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第５章　基本理念に基づく４つの基本方針

未来につなぐ 市民と育む
信頼のすいた水道

安 全 ～安全で安心できる水道水の供給～

強 靭

持 続

地 域

～災害に強く、安定して供給できる
　　水道施設・体制の構築～

～将来にわたり持続可能な
　　水道事業の経営～

～吹田らしさを活かした
　　市民に身近な水道事業の運営～
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（２）災害対策

近年、大規模地震や大雨などの自然災害によって水道施設の安全を脅かす危機が顕在化しています。水道は市民
生活や産業活動に欠かすことのできない極めて重
要なインフラであることから、被害を最小限に留め
迅速な復旧が可能となるように、非常時のバック
アップ*の確保を含め、更新を契機に水道施設の強
靭化を図ることが必要です。

そのためには、耐震化などハード面の対策だけで
なく、リスクマネジメント*によるマニュアルの整備や
訓練の実施などソフト面においても強靭化を進め
る必要があります。

（３）技術・技能の継承

平成6年度（1994年度）の職員数は196名でしたが、官民連携の推進（委託化）など、業務の効率化を図ることで
職員を削減してきました。しかし、施設更新のピークを迎えつつある中で業務量の増加に対応するため、平成30年度

（2018年度）末時点では121名となっています。
今後は、引き続き効率的な事業経営を図りながら、災害時でも安定給水を維持するために必要な人員体制を

見据えて、地域の水道としての責務をしっかりと果たすことが出来る体制の確保に努めます。

　「未来につなぐ 市民と育む 信頼のすいた水道」という基本理念を実現するために、
4つの基本方針を柱として施策・事業を進めていきます。

○水安全計画の推進 ○鉛製給水管の対策
○給水装置の適正管理

○水源の確保
○施設・管路の更新、耐震化
○危機管理体制の強化

○経営基盤の強化 ○人材育成・技術の継承
○環境に配慮した事業の推進

○利用者へのサービスの充実
○市民への広報・広聴の充実　
○フューチャー・デザイン*の取組
○市民とのパートナーシップの推進
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